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道の駅とは

「道の駅」は、道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供、並びに地域振興に寄与
することを目的とし、令和元年6月19日現在で、全国で１，１６０駅（山口県２４駅）が登録されて
います。

地域の創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設
で、「地域とともに作る個性豊かなにぎわいの場」となっています。

「道の駅」は、駐車場やトイレなどの「休憩機能」、道路情報や
地域情報を提供するための「情報発信機能」、地域との交流に
よりその地域が持つ魅力を知ってもらう「地域連携機能」の３つの
機能を併せ持つ施設です。

道の駅の３つの機能

道の駅整備フロー

○休憩機能
◇駐車場
•利用者が無料で24時間利用できる十分な容量を

持った駐車場
◇トイレ
•利用者が無料で24時間利用できる清潔なトイレ
•障がい者用も設置

○情報発信機能
•道路及び地域に関する情報を提供

（道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報等）

平成3年10月～平成4年4月
｢道の駅｣を実験(山口県、岐阜県、栃木県) 

平成3年
交通安全事業の対象事業に道の駅の｢駐車場｣を追加
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法) 

平成5年1月18日
｢道の駅｣の提言(｢道の駅｣懇談会会長：越正毅教授) 

平成5年2月23日
｢道の駅｣の整備についての要綱策定

平成5年4月22日
第1回登録 全国１０３箇所

令和元年6月19日
第51回登録 全国１，１６０箇所

道の駅登録要件

○地域連携機能
•文化教養施設、観光レクリエーション施設などの

地域振興施設

○設置者
•市町村又は市町村に代わり得る公的な団体

○その他配慮事項
•施設及び施設間を結ぶ主要経路のバリアフリー化

出典；国土交通省

登録数の推移（全国）

（箇所）

高速道路からの一時退出が可能な道の駅について

国内の高速道路においては、休憩施設同士の間隔が概ね25km以上離れている空白区間が約100区間存在してい
ます。この空白区間を半減することを目指し、全国２０箇所の道の駅を対象に、高速道路からの一時退出を可能とす
る「賢い料金」を実施しており、山口県では道の駅「ソレーネ周南」において実施しています。

モデル｢道の駅｣・重点「道の駅」について

【沿革】
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山口県内の道の駅 R1.9.30時点
県内には、現在２４箇所の道の

駅があり、ドライバー等にくつろぎと
地域情報を提供する場として親し
まれています。道の駅制度は平成
５年に創設されましたが、これは平
成２年に開催された「中国地域づく
り交流会」で、山口県の参加者が
「道路に駅があってもよいのではな
いか」と提案したことが発端となっ
たもので、山口県は、いわば「道の
駅発祥の地」と言えるのです。

一時退出可能


